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      復   興   庁 

避難解除等区域復興再生計画（改定）のポイント 
 
 

１ 本日、「避難解除等区域復興再生計画（改定）」を内閣総理大臣決定した。 

  改定のポイントは以下のとおり（別紙１参照）。 
 

【第１部（全般的事項）】 

（１）「原子力災害からの福島復興の加速化に向けて」（平成 25年 12月閣議

決定）を踏まえ、下記の新たな方針を記載 
 

①福島再生加速化交付金の活用による帰還支援 

②追加賠償（中間指針第 4次追補）による新生活支援 

③避難地域の将来像を描くための今後の進め方 

④帰還に向けた安全・安心対策の具体化 
 

（２）イノベーションコースト構想の提言とりまとめについて記載 
 

（３）インフラ、生活環境、産業再生等の各分野の取組について、中長期の

方向性や平成 26年度に実施する施策などの記載を充実化 
 

【第２部（広域的な地域整備の方向）】 

早期帰還のため急務となる公共インフラの復旧と機能強化として、常磐

自動車道の平成 27年 GW前の供用開始、JR常磐線の広野駅～竜田駅間の運

行再開などの記載を充実化 
 

【第３部（市町村ごとの計画）】 

各々の市町村が作成している復興まちづくり計画等を踏まえ、市町村が

描く復興の姿や復興の方針を反映した形で記載を充実化（別紙２参照） 
 

２ 今後とも本改定計画に示した取組の着実な推進により、避難地域の復

興・再生を加速し、早期帰還の実現につなげていく。 
 

（参考） 

 本計画は、避難対象 12市町村の復興に向けて、インフラ、生活環境、産

業に係る中長期的取組の方針を示すとともに、国、県、市町村の具体的取

組内容を示すもの（別紙３参照）。 
 

・平成 25年３月 19日当初計画決定 

・平成 26年５月 12日福島県知事からの改定の申出 

・５月 27日～６月９日福島県知事意見聴取期間 

・６月９日福島県知事からの意見提出 

 
本件連絡先： 

復興庁 原子力災害復興班 

担当：松本、大坂、三田村、内田 

電話：03-5545-7315 


